
【技能実習制度の解消と新制度の幕開け】

『育成就労制度』と『特定技能の追加業種』について徹底解説



会社概要

本 社

設立/資本

代 表 者

社 員 数

事 業 内 容

『 人 ・ 組 織 ・ 経 営 』 に 関 わ る 課 題 を 解 決 す る 総 合 人 事 サ ー ビ ス を 提 供 し ま す

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング

平成17年8月 50百万円

代表取締役 宮林 利彦

2,035名（グループ連結・2020年12月時点 派遣委託等を除く）

■システム開発

・WEB勤怠管理システム・派遣管理システム

■採用戦略マネジメント

・外国人採用コンサルティング ・外国人ライフサポート

・新卒採用コンサルティング ・応募受付代行

・アウトプレースメントコンサルティング

■各種研修・トレーニングプログラム事業

■ペイロールアウトソーシング事業

■法務・労務・行政コンサルティング

■請負・委託構築コンサルティング

■大学等教育機関へのキャリア形成講座・セミナー事業

有料職業紹介事業許可：13-ユ-304211

株式会社キャムテック





■キャムコムグループ運営サイトのご紹介

技能実習生送り出し機関紹介サイト
【センディングナビ】

特定技能マッチングサイト
【みんなのトクギ】海外人材マネジメントサービス

【CAMTEC GMS】

海外情報発信メディア
【海外人材TIMES】

技能実習生研修施設紹介サイト
【トレナビ】

海 外 人 材 を 活 用 さ れ る 皆 様 や 、 日 本 で 活 躍 さ れ る 海 外 人 材 の 方 に
価 値 あ る 情 報 を 提 供 し て ま い り ま す 。

ベトナム求人サイト
【mintoku work vietnam】



登壇者プロフィール

宮谷聡氏
株式会社FIVE GATE 代表取締役

1999年コンサル会社に入社後日本企業が外国人材を採用す
る際の仕組みづくりに関与。
2003年独立し、技能実習事業を行う協同組合運営やベトナム
送り出し機関の運営に携わる。

現在はコンサルティング事業に集中し、外国人受入れに係るワ
ンストップサービスの提供を行っている。

大山恭広
株式会社キャムテック マネージャー

キャムコムグループの海外事業を立ち上げ、各国とのパイプ
を構築。

外国人材を受け入れる企業や日本で生活・働く外国人向け
サービスの構築や展開、コンサル提案を行っている。



【第1部】

「技能実習制度の解消と新制度について」



技能実習制度とは①



技能実習制度とは②

課題

・過酷な労働環境と低賃金労働→海外各国から批判が相次ぐ
・やむを得ない場合を除き転籍不可
・悪質なブローカー等により母国で多額の借金を抱える
・監理団体が適正な監理・保護・支援を実施できてない



参考資料

⇒今回の提言で送出機関に本人が支払う手数料等を受入機関と本人が分担とされているが、
手数料だけなのか実費も含むのかは不明

（第10回有識者会議資料より）



新たに設置された特定技能制度①



新たに設置された特定技能制度②



技能実習制度と特定技能制度
両制度が同時進行した結果による課題感まとめ

課題解決にあたり有識者会議を通して
【技能実習】と【特定技能制度】を一貫性のある制度に変えていく方向性が示された。

→2023/11/29 最終報告提言へ

主務大臣

対象職種
※参考資料①

監査・実地検査

転籍有無

90職種165作業
令和５年１０月３１日時点

特定産業分野12分野
本日現在

厚労大臣
法務大臣 法務大臣

入管庁技能実習機構

できる
◎地方流出

させない
◎人権問題

技
能
実
習
制
度

特
定
技
能
制
度



最終報告①



最終報告②

技能実習制度の廃止と新制度について



最終報告③
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 現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的と
する新たな制度を創設。

 基本的に３年の育成期間で、特定技能１号の水準の人材に育成。
 特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続。

※ 現行の企業単独型技能実習のうち、新制度の趣旨・目的に沿うものは適正化を図った上で
引き続き実施し、趣旨･目的を異にするものは、新制度とは別の枠組みでの受入れを検討。

１ 新制度及び特定技能制度の位置付けと関係性等

 受入対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのでは
なく 新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野
に限定。※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。

 従事できる業務の範囲は、特定技能制度の業務区分と同一とし、「主
たる技能」を定めて育成･評価（育成開始から１年経過･育成終了時まで
に試験を義務付け）。

 季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ･勤務形態を検討。

２ 新制度の受入れ対象分野や人材育成機能の在り方

 特定技能制度の考え方と同様、新制度でも受入れ対象分野ごとに受入れ見
込数を設定（受入れの上限数として運用）。

 新制度及び特定技能制度の受入れ見込数や対象分野は経済情勢等の変化に
応じて適時･適切に変更。試験レベルの評価等と合わせ、有識者等で構成
する会議体の意見を踏まえ政府が判断。

３ 受入れ見込数の設定等の在り方

【ポイント①】
技能実習は活用しているが、特定技能は産業分類が
当てはまらない事業所については受入れ不可となる
。
（自動車関連、建設資材、等）

【ポイント②】
技能実習の2号移行職種についての概念が無くなるため
幅広く業務に従事することが可能になる。
（機械加工職種に当てはまらない機械オペレーター、

菓子や食品材料などの飲食品料品製造分野 など）

【ポイント③】
新制度の在留上限は原則3年。
特定技能へ移行させるためには、業務区分に該当する
技能検定(3級程度)の他、日本語能力試験(N4相当)の合
格も必須要件になる(※項目6に記載)。移行要件をクリア出
来るよう、技能実習同様に技能教育は必要となる。

技能実習制度の廃止と新制度について
最終報告書 （概要）（技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議事務局作成）
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「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
これに加え、以下を条件に本人の意向による転籍も認める。
計画的な人材育成等の観点から、一定要件（同一機関で就労が１年超/技能検定試験基礎級・日本

語能力A1相当以上の試験（日本語能力試験N5等)合格/転籍先機関の適正性(転籍者数等)）を設け
、同一業務区分内に限る。

転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補填が受けられるよう措置を講じる。
監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。
育成終了前に帰国した者につき、それまでの新制度による滞在が２年以下の場合、前回育成時

と異なる分野・業務区分での再入国を認める。
試験合格率等を受入れ機関・監理団体の許可・優良認定の指標に。

４ 新制度での転籍の在り方

【ポイント①】
本人意向の転籍の要件が簡易なものであり、受験させる事を義務付けられる方向。さらに、職業紹介事業者
による斡旋が認めらる方向になり、転籍が活発化する市場にもなり得る。ただし、転籍を受入れる側は要件
を課されることや、転籍前の初期費用負担について明言されているため、リスクはまだ不明確ではある。
また、当面の間は分野により１年を超える期間の転籍制限を認めるなど、経過措置を検討している。

【ポイント②】
育成終了前に帰国した者の再入国も認められており、通算5年間の滞在が可能、また育成開始後通算2年以
内であれば新たな分野や業務区分で再挑戦することも可能になる。再入国者の場合の手続きや受け入れ時の
初期費用、可能な在留期間等により、転籍を目的とした帰国も発生する可能性がある。

いずれにせよ、新制度活用においては賃金や待遇面での改善が必要となる。

技能実習制度の廃止と新制度について
最終報告書 （概要）（技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議事務局作成）
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最終報告書 （概要）（技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議事務局作成）

５監理・支援・保護の在り方

６特定技能制度の適正化方策

７国・自治体の役割

 技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在
留管理局との連携等を強化し、特定技能外国人への相談援助業務を追加。

 監理団体の許可要件等厳格化
 受入れ期間と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限/外部監

視の強化による独立性・中立性確保
 ※優良監理団体については、手続簡素化といった優遇措置。
 受入れ機関につき、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適

正化、分野別協議会加入等の要件を設定。

 新制度から特定技能1号への移行は、以下を条件。
①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
②日本語能力A2相当以上の試験（日本語能力検定N4等）合格
※当分の間は相当講習受講も可

 試験不合格となった者に再受験のための最⾧1年の在留継続を認める。
 支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、職員配置等の登録要件を厳格化/

支援実績・委託費等の開示を義務付け。キャリア形成の支援も実施。
 育成途中の特定技能1号への移行は本人意向の転籍要件を踏まえたものとする。

 入管、機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除。
 制度所管省庁は、地域協議会の組織等を含む制度運用の中心的役割。
 業所管省庁、受入れガイドライン・キャリア形成プログラム策定、分野別

協議会の活用等。
 日本語教育機関の日本語教育の適性かつ確実な実施、水準の維持向上。
 自治体は、地域協議会への積極的な参画等により、共生社会の実現、地域
 産業政策の観点から、外国人材受入れ環境整備等の取組を推進。

【ポイント①】
監理団体は、適正な技能実習の運営を監理監督する
立場から、外国人に対しての支援を目的とした登録
支援機関に近い立場に変わっていく。そのため、生
活面の相談やサポートができる支援体制はもちろん
だが、「育成」が目的の在留資格になることから、
技能検定や日本語能力の教育体制も求められるよう
になる。

【ポイント②】
「特定技能」への移行要件は、現在は技能検定随時3
級(専門級)に合格していれば日本語能力検定は不要
であったが、新制度施行以降では日本語能力資格
(N4等)も必須要件としていく方向も。ただし相当講
習受講も可とあり、技能実習の入国時講習のような
研修受講による免除も言及されている。

技能実習制度の廃止と新制度について



19

８送出機関及び送出しの在り方

９日本語能力の向上方策

 二国間取決め（MOC）により送出機関の取締りを強化。
 送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進する

とともに、来日後のミスマッチ等を防止。
 支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入。

 継続的な学習による段階的な日本語能力向上。
就労開始前:A1相当以上の試験（日本語能力試験N5等）合格又は相当講習受講
特定技能１号移行時にA2相当以上の試験（〃N4合格）合格※当分の間は相当講習受講も可
特定技能２号移行時にB１相当以上の試験（〃 N3等）合格
 日本語教育支援に取り組んでいることを優良受入れ機関の認定要件に。
 日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。

【ポイント①】
技能実習制度において⾧年課題とされていた、外国人
本人の来日前手数料の負担について言及されている。
送出機関の手数料については受け入れる企業としても
確認する必要があり、送出機関は費用を軽減するよう
な運用体制が今後求められてくる。

【ポイント②】
就労開始前の相当講習から送出し機関での教育や入国
後講習の仕組みはそのまま残ると思われる。全体を通
して日本語能力の向上が求められており、相当講習に
該当する認定教育機関が新設される見込み。
また、優良受入れ機関の認定があると、提出する書類
や届出が簡素化される。

【ポイント】
・現行制度の「技能実習」はいつまで受入れ可能か。
・新法施行時に「技能実習1号・2号」だった者は

「技能実習2号・3号」への移行は可能か。

技能実習制度の廃止と新制度について

 政府は、人権侵害行為に対しては現行制度下でも可能な対処を迅速に行う。
 政府は、移行期間を十分に確保するとともに丁寧な事前広報を行う。
 現行制度の利用者等に不当な不利益等を生じさせないよう十分な配慮を行う。
 本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分の間、分野によって１年

を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。
 政府は、新たな制度等について、適切に情報発信し、関係者の理解を促進する。
 政府は、新たな制度の施行後も、運用状況について不断の検証と見直しを行う。

１０ その他（新たな制度に向けて）

最終報告書 （概要）（技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議事務局作成）



技能実習 育成就労
技能実習制度 育成就労制度

技能実習法 育成就労法

技能実習生 育成就労外国人

監理団体 監理支援機関

実習実施者 育成就労実施者

外国人技能実習機構 外国人育成就労機構

企業単独型技能実習 単独型育成就労

団体監理型技能実習 監理型育成就労

技能実習職種 育成就労産業分野

「技能実習」と「育成就労」 用語比較



「技能実習」と「育成就労」 制度比較
項目 技能実習(団体監理型) 育成就労

制度目的 国際貢献、人材育成 人材育成、人材確保

在留資格 技能実習 育成就労

在留期間 1号：～1年、2号：～2年、3号：～2年(計最大5年) 原則通算3年

監査機関 外国人技能実習機構 外国人育成就労機構

職種 移行対象職種・作業(または1年職種) 育成就労産業分野の業務区分の範囲

計画 技能実習計画 育成就労計画

就労開始時点の技能 なし なし

就労開始時点の日本語 なし(介護はA4) 原則A1(N5)※分野によりA2(N4)or相当講習

人材育成の内容
1号修了時：技能検定基礎級

2号修了時：技能検定随時三級

1号終了時：技能検定基礎級、A1(N5)

2号終了時：技能検定随時三級、A2(N4)

送出機関 政府認定送出機関
職安法に基づき必要な範囲となり、政府認定送出機関である

必要はないと思われる。

監理 監理団体 監理支援団体

採用活動 監理団体 監理支援団体

受入機関の人数枠 あり あり

産業分野の人数枠 なし あり

転籍 原則不可(やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は可能)

以下の2つの方式による転籍が可能

・やむを得ない事情がある場合

・本人の意向による転籍



最終報告ポイントまとめ

◆技能実習制度の発展的解消と制度の枠組み
（育成就労・在留期間は基本3年）

◆ 人材確保＋人材育成（国際貢献は外れる）

◆ 特定技能分野の業務区分に限定する

◆ キャリアパス（主たる技能の育成と評価）

◆ 転籍（同一分野・区分での転籍）

◆ 監理団体と登録支援機関の要件厳格化

◆ 転籍時のあっせん（有料職業紹介）が可能

◆ 本人負担手数料等の一部を日本側が負担



【第2部】

「特定技能追加業種について」



特定技能制度概要

出入国在留管理庁資料



現在の特定産業分野及び受入れ見込み数

出入国在留管理庁資料



受入れ見込数の再設定の必要性

出入国在留管理庁資料



対象分野追加の方針案①

出入国在留管理庁資料



対象分野追加の方針案②(既存分野への業務など追加)

出入国在留管理庁資料



対象分野追加の方針案②【既存分野への業務等追加】

出入国在留管理庁資料



工業製品製造業分野 業種・業務区分追加

経済産業省



繊維業における特定技能の受け入れに係る追加要件（案）

経済産業省



介護分野

出入国在留管理庁資料



ビルクリーニング分野

出入国在留管理庁資料



工業製品製造業分野

出入国在留管理庁資料



建設分野

出入国在留管理庁資料



造船・舶用工業分野

出入国在留管理庁資料



航空分野

出入国在留管理庁資料



航空分野(空港グランドハンドリング区分)

出入国在留管理庁資料



航空分野(航空機整備区分)

出入国在留管理庁資料



宿泊分野

出入国在留管理庁資料



自動車運送業分野
※新分野

出入国在留管理庁資料



自動車運送業分野(タクシー運転者)
※新分野

出入国在留管理庁資料



自動車運送業分野(バス運転者)
※新分野

出入国在留管理庁資料



鉄道分野
※新分野

出入国在留管理庁資料



農業分野

出入国在留管理庁資料



漁業分野

出入国在留管理庁資料



飲食料品製造業分野

出入国在留管理庁資料



外食分野

出入国在留管理庁資料



林業分野
※新分野

出入国在留管理庁資料



木材産業分野
※新分野

出入国在留管理庁資料



業種追加のポイント

【まとめ】
・特定技能受入れ見込み人数 35万人→82万人
・業種追加「自動車運送」「鉄道」「林業」「木材産業」
・製造分野→工業製品製造分野

業種・業務区分追加
・育成就労の範囲拡大

【今後注目ポイント】
・工業製品製造分野 業種・業務区分追加内容の詳細

例）プラスチック製品の製品例は？

・各追加分野の試験内容

・今後追加検討されている分野
化粧品



外国人の採用手法 媒体型

みんなのトクギとは

応えられる理由、それは外国人の方の新しい働き方、

特定技能（トクギ）に特化したメディアだから。

私たちはこの「みんなのトクギ」が外国人の方の”

日本で働きたい”その想いに応え続けることで、

世界に誇れる日本の働く現場をつくっていきたいと考えています。

この願いにご賛同いただける求人会社さま、

特定技能職を募集されている会社様も、

みんなで“日本で働きたい”に応えていきましょう。

国内最大級の掲載数・応募者数を誇る多言語対応
「特定技能」専門サイト



外国人の採用手法 イベント型

VR企業ショールーム（紹介ブース）
による自社紹介・興味訴求

海外の大学と連携しての
展示会で直接アプローチ



外国人採用向け 今後のイベント情報

オンライン＆オフライン
JOB Fair
In DANANG(ベトナム)
2024年4月19日～4月20日
2024年5月24日
※オンラインは継続開催


